
 

 
ボラセンで考える！権利擁護のこと！ 

～奈良市権利擁護センターって 何をするところ？～ 

とき：９月８日(土)   午前 10時～12時 

場所：奈良市ボランティアセンター 

 

 

今年の４月に市役所に開設された「奈良市権利擁護センター」を皆さんはご存知ですか？ 

認知症、知的障がい、精神障がいなどによって物事を判断する力が十分でない状態になった時、 

住み慣れた地域で安心して生活を続けるにはどうしたらいいのか？ 

「奈良市権利擁護センター」って何をするところなのか？ 

今回は、その業務に携わるスタッフから話を聞き、知り、参加者の皆さんと一緒に、「権利擁護」につい

て考えていきたいと思います。 

関心のある方はお申込みの上、是非、この機会にボランティアセンターへお越しください。 

お待ちしております！ 

 

 

  

 

【お申込・お問い合せ・会場】 

奈良市ボランティアセンター 

 

窓口・電話・ＦＡＸ・Ｅメールのいずれかで氏名・連絡先を 

お伝えください。(締切：９月５日) 
 
電  話：０７４２－２６－２２７０ 

    ＦＡＸ：０７４２－２６－２００３ 
    メール： naravc@citrus.ocn.ne.jp 

【開館時間】午前９時～午後５時 

【休館日 】  日曜日、休日、年末年始（12/29～1/3） 
 
 
 
 

(奈良市法蓮町１７０２－１) 

話題提供者：奈良市権利擁護センター 相談員 

奈良市ポイント対象事業 

 定員:３０名(参加無料)※定員超過の場合は抽選 ※抽選に漏れた人のみ連絡 

「ボラかふぇ」ってなに？ 

 「ボラかふぇ」は基本、毎月 11月を除く第 2土曜日の 10時～12 時、奈良市ボランティアセン

ターで実施しています。セルフですがお茶などを飲みながら、社会に起こっている様々な課題

を、講座という「ガッツリ」な学習スタイル 

ではなく、気軽に知ることができる場として、またこの場での 

「気づき」からボランティア活動につながっていくことを期待 

し、企画したものです。時には、皆さんが取り組んでおられる 

ボランティア活動に活かせる技術面を学んで頂く機会も作っ 

ていきたいと考えています。まずは、「知ることから」！ 


